
 
 

 

 

 

2025年12月12日 
各  位 
 

会 社 名 株 式 会 社 オ ー ビ ス 

代 表 者 代 表 取 締 役 社 長  中 浜  勇 治 

（コード番号：７８２７  東証スタンダード） 

問 合 せ 先 取 締 役 経 理 部 長   井 上  清 輝 

電 話 番 号 0 8 4 － 9 3 4 － 2 6 2 1 

（ＵＲＬ h t t p s : / / w w w . o r v i s . c o . j p ） 
 

剰余金の配当及び配当方針の変更に関するお知らせ 

 
当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり2025年10月31日を基準日とする剰余金の配当を行う

こと及び配当方針の変更について決議いたしましたので、お知らせいたします。なお、剰余金の配当につき
ましては、2026年１月29日開催予定の第66回定時株主総会に付議する予定であります。 
 

記 
１．配当の修正について 
（１）配当の内容 
    

 決定額 
直近の配当予想 

（2024年12月13日公表） 
前期実績 

（2024年10月期） 

基準日 2025年10月31日 2025年10月31日 2024年10月31日 

１株当たり配当金 60円00銭 57円00銭 67円00銭 

配当総額 106百万円 ― 118百万円 

効力発生日 2026年１月30日 ― 2025年１月31日 

配当原資 利益剰余金 ― 利益剰余金 

 
（２）修正の内容 

2025年10月期の期末配当につきましては、以下の配当方針に基づき前回予想から３円増額し、１株
当たり60円00銭に修正することといたしました。 

 
（配当方針） 

当社は、株主の皆様への利益還元を経営上の重要課題の一つとして考えており、業績の見通しや将来
の事業計画、経営安定化等のための内部留保を総合的に勘案しながら、連結配当性向25％を目安に安定
的な配当を継続的に実施していくことを基本的な方針といたします。なお、業績の変動に左右されない
最低限の配当を継続することとし、１株当たり年間20円を下限金額といたします。 

 
２．配当方針の変更について 

（１）変更の理由 
従来の基本方針のもと、今般、自己資本と有利子負債のバランス（D/Eレシオ0.8倍以内）が図ら

れ財務体質の健全化が進んだことから、株主の皆様に対する利益還元のさらなる充実を図るため、
配当性向の引き上げを実施いたします。 

 
（２）変更の内容（下線太字部が変更箇所） 
〔変更前〕 

連結配当性向25％を目安に安定的な配当を継続的に実施していくことを基本的な方針といたします。 
 
〔変更後〕 

連結配当性向30％を目安に安定的な配当を継続的に実施していくことを基本的な方針といたします。 
 
（３）変更の時期 
    2026年10月期より適用いたします。 
 

以上 


